
近畿地方整備局 配布日時 平成３０年 ９月４日
大阪国道事務所 １８時３０分

資 料 配 付

件 名 台風 21 号接近により通行止めしていた国道２号（淀川大橋）、国道
４３号（伝法大橋）の規制を解除しました。

概 要 ・台風 21 号の通過に伴い 9 月 4 日 13 時頃に閉鎖した淀川に架かる
国道 2 号（淀川大橋）、国道 43 号（伝法大橋）については、防潮
扉の開放後、道路の安全確認が終わったため、通行止めを解除し
ました。
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機密性２情報
■防潮扉閉鎖に伴う通行止め箇所

【国道２号通行止め】
●左門橋
●神崎大橋

国道２号
歌島橋交差点
～杭瀬交差点間の
道路利用者は、
迂回願います。

杭瀬交差点

通行止め箇所

歌島橋交差点

【国道４３号通行止め解除】
●伝法大橋

【国道２号通行止め解除】
●淀川大橋


